
各務原市指定公金事務取扱者に関する会計管理者検査実施要綱 

（令和７年７月７日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２４３条の２第８項の規定により会計管理者が実施する検査に関し、法に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）指定公金事務取扱者 法第２４３条の２第２項に規定する指定公金事務取扱者

をいう。 

（２）公金事務 法第第２４３条の２第１項に規定する公金事務をいう。 

（３）電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。 

（４）課等の長 各務原市会計規則（昭和３９年規則第８号）第２条第７号に規定す

る課等の長をいう。 

（書類検査） 

第３条 会計管理者は、指定公金事務取扱者に対して、公金事務に関する帳簿書類そ

の他の物件を書面又は電磁的記録により提出を求めるものとする。 

２ 指定公金事務取扱者は、前項に規定する物件を提出するときは、当該指定公金事

務取扱者を所管する課等の長（以下「所管課長等」という。）を経て、会計管理者に

提出するものとする。 

３ 所管課長等は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認の上、意

見を付し、会計管理者に提出するものとする。 

（実地検査） 

第４条 会計管理者は、前条第１項に規定する物件が提出されないときその他会計管

理者が特に認めるときは、その必要な限度で、各務原市行政組織規則（昭和４６年

規則第１５号）第４条に規定する会計課に属する職員に、指定公金事務取扱者の事

務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、

又は関係者に質問させることができる。 



２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、法第２４３条の２の２第４項の証明書

として各務原市処務規程（昭和４３年訓令第３号）第２０条に規定する職員証を携

帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

（検査の時期） 

第５条 会計管理者は、市長が指定公金事務取扱者に公金事務を委託する間に、前２

条の規定により検査を行わなければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該指定公金

事務取扱者に初めて公金事務を委託した日又は当該公金事務（第２号に規定する同

一の公金事務を含む。）の検査をした日から３年を経過する日までに少なくとも１

回以上検査すれば足りる。 

（１）公金事務の委託が終了する日から１年を経過する日までに当該指定公金事務取

扱者に同一の公金事務を委託することが見込まれるとき。 

（２）公金事務を委託した日前１年以内に当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務

を委託していたとき。 

３ 公金事務に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときその他会計管理者が特

に認めるときは、前２項の規定にかかわらず、臨時に検査することができる。 

（指定公金事務取扱者に対する検査の事前通知） 

第６条 会計管理者は、前３条の規定により検査をしようとするときは、あらかじめ、

当該指定公金事務取扱者に対し、所管課長等を経て、検査の内容を通知しなければ

ならない。 

２ 会計管理者は、第４条の規定により実地検査をしようとするときは、検査日時、

検査場所及び検査する物件の内容を前項に規定する通知に記載しなければならな

い。 

（検査事項） 

第７条 検査は、指定公金事務取扱者について次に掲げる事項に関して行う。 

（１）財務及び経営の健全性 

（２）公金事務の受託体制 

（３）個人情報保護対策 

（４）取扱実績 

（５）公金事務の実務の状況 



（６）その他会計管理者が必要と認める事項 

２ 検査は、当該年度前直近の５年度以内の各年度及び当該年度分の公金事務のうち、

その全部又は一部について行う。 

（指定公金事務取扱者に対する検査結果の通知） 

第８条 会計管理者は、第３条から第５条までの規定により検査をしたときは、当該

指定公金事務取扱者に対し、所管課長等を経て、その結果を通知しなければならな

い。 

（必要な措置の報告） 

第９条 会計管理者は、法第２４３条の２第９項の規定により指定公金事務取扱者に

対して必要な措置を講ずべきことを求めようとするときは、前条に規定する通知に

当該講ずべき措置の内容を記載しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めたときは、指

定公金事務取扱者に対し、その結果を報告させることができる。 

３ 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、所管課長等にその内容を

通知しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、会計管理者が別

に定める。 

附 則 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

 


